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中間期業績予想の修正および特別損失の計上ならびに繰延税金資産の取り崩しに関するお知らせ 

当社は、2025年５月13日に公表した2026年３月期第２四半期（中間期）の業績予想の修正、特別損

失の計上、繰延税金資産の一部取り崩しを行う見込みとなりましたので、お知らせいたします。 

記 

 

１． 中間期業績予想の修正       

（１）2026年３月期第２四半期（中間期） 連結業績予想数値の修正（2025年４月１日～2025年９月30日） 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属

する中間純利益 

１株当たり 

中間純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 
（2025 年５月 13 日公表） 

21,300 △1,450 △1,430 △1,320 △10.96 

今回発表予想（Ｂ） 18,700 △2,350 △2,500 △6,900 △57.30 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,600 △900 △1,070 △5,580     - 

増減率（％） △12.2 △62.0 △74.8 △422.7     - 

(ご参考） 

前期第２四半期実績 
(2025 年３月期第２四半期) 

19,758 417 549 513 4.26 

 
 

（２）差異の理由 

  世界的にライフサイエンス研究市場が低迷する中、米国の政府方針による研究助成金の大幅削減

や中国の経済不況などの影響が加わり、産業界およびアカデミアにおける研究開発のアクティビテ

ィが世界的に低下し、売上高は前回発表予想を下回る見込みです。人員体制の見直し、研究開発の選

択と集中、管理費の削減などにより販売費及び一般管理費は前回発表予想を下回るものの、減収の

影響が大きく、営業利益および経常利益は前回発表予想を下回る見込みです。また、後述のとおり特

別損失を計上することおよび繰延税金資産の一部取り崩しを行うことにより、親会社株主に帰属す

る中間純利益は前回発表予想を下回る見込みです。 

 

  なお、2026 年３月期通期業績予想につきましては、現在精査中であり、業績予想の修正が必要と

なった場合には、速やかに開示いたします。 
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２． 特別損失の計上 

 当社は、製薬企業などからの受託数の増加や NY-ESO-1・siTCRⓇ遺伝子治療（TBI-1301）の進展など

に伴う製造需要の拡大を見込み、細胞加工やウイルスベクターなどの受託製造に係る設備の増設をし

てまいりました。しかしながら、大塚製薬株式会社との NY-ESO-1・siTCRⓇ遺伝子治療に関する共同開

発・独占販売契約の終了、クライアントの開発方針の変更、再生・細胞医療・遺伝子治療分野における

研究開発の環境変化などの影響を考慮し、将来の回収可能性を慎重に検討した結果、増設した一部の

設備の減損損失約 39 億円を特別損失として計上する見込みとなりました。 

 

３． 繰延税金資産の取り崩し 

 現在の事業環境および今後の業績動向などを勘案し、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した

結果、2026 年３月期第２四半期において、繰延税金資産を約４億円取り崩し、法人税等調整額として

同額を計上する見込みとなりました。 

 

 

以 上 

 当資料取り扱い上の注意点 
 当資料中の当社の現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関
する見通しであり、これらは現時点において入手可能な情報から得られた当社経営陣の判断に基づくものです
が、重大なリスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づきなされたものであ
ります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら予測とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき
ください。実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢、特に消費動向、為替レートの変動、法律・行政制
度の変化、競合会社の価格・製品戦略による圧力、当社の既存製品および新製品の販売力の低下、生産中断、
当社の知的所有権に対する侵害、急速な技術革新、重大な訴訟における不利な判決等がありますが、業績に影
響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。 


